
 

 

 

 

 

 
 

Ａ１ 休祝日に家族と一緒に過ごす時間の確保が難しいご家庭が、この休暇をきっかけに家

族との時間ができるようになるとともに、令和７年４月から「流山市こども計画」を

策定し、こどもの人権を尊重するという考えから、本制度の創設にいたりました。 

 

 

 

Ａ２ 旅行や地域散策、家族の誕生日等さまざまな場面で必要であるとこどもとご家庭が判

断すれば、使うことが可能です。ただし、こどもだけの判断で休暇の取得を決めるの

ではなく、ご家庭で相談し、こどもが自分で判断して、保護者が休暇の取得届出を行

ってください。 

 

 

 

Ａ３ 本休暇制度を活用して取得した場合は、忌引きや出席停止等と同じ扱いとなります。 

    （欠席とはなりません。） 

 

 

 

Ａ４ 構いません。 

 

 

 

Ａ５ 「こどもの休暇」は連続して取得することも、分散して取得することも可能です。ま

た、年度内の上限は３日とし、年度内で使用しなかった日数を次の年度に繰り越す

ことはできません。 

 

 

 

Ａ６ ご家庭でよくこどもと話をしていただき、こどもとご家庭の判断で、休暇を取得する

かどうかお考え下さい。 

 

Ｑ＆Ａ 



 

 

 

 

 

Ａ７ 補習等は、行いません。ご家庭で自習等により補っていただくようお願いします。な

お、授業で使用したプリント類については、後日学校からお渡しできます。 

 

 

 

 

 

Ａ８ 学校行事は、学校が主催するもので、教育の目的上、重要なものです。可能な限り、

該当する日には出席していただきたいのですが、こどもや家族の状況により、ご家庭

で判断し、状況に応じ、各学校にご相談ください。 

 

 

 

Ａ９  

 

Ａ９ 当日でも構いませんが、旅行や体験学習等については、十分に計画した上で活動等を

実施していただきたいので、できる限り早めに届出書を提出するようお願いいたしま

す。 

 

 

 

Ａ１０ 学校管理下での活動ではないため、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

の対象外となります。ご家庭で、ご対応ください。 

 

 

 

 

 

 

 


